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実施計画策定後のまちづくりの状況について 

１ 交流核形成まちづくりプランの検討について（令和４年度～５年度） 

⑴ 目的 

「高島平地域都市再生実施計画」（令和４年２月策定、以下「実施計画」）及び「高島平

地域の連鎖的都市再生の推進に係る基本合意書」（令和４年３月３０日締結）に基づき、

令和４年度から５年度にかけて、交流核の形成に向けたまちづくりを具体化するプラン

について区とＵＲ都市機構（以下、「ＵＲ」）が共同で検討するものである。 

 

⑵ 検討の流れ 

① 令和４年度の検討内容 

以下のとおり、段階的に検討を進めていく予定である。 

 

 

 

 

 

 

  

② 令和５年度の取組（想定） 

令和４年度の検討内容を踏まえ、主に以下の取組を想定している。 

・地区計画の都市計画手続き ・公共施設に係る基本計画 

・ＵＲ賃貸住宅基本設計  ・ＵＲとの基本協定締結 

 

⑶ 今後の検討について 

① 地域説明に関する方針について 

・段階的な検討にあたり、段階ごとに地域住民に対する説明や意見収集を行う。 

・区とＵＲは、共同で地域住民への説明にあたる。 

・内容、目的、対象等に応じて、説明会・勉強会・ヒアリング・アンケート・オープン

ハウス等、形式を工夫して説明や意見収集を行う。 

② 交流核まちづくり構想について 

実施計画に示した「交流核の整備方針」等を踏まえつつ、高島平地域に関わる全ての区

民や主体による包摂的で持続的なまちづくりを進めるため、まちづくりの構想としてあ

らゆる主体が共有し取り組むことのできる「交流核形成に向けた目標」を改めて設定す

ることにより、ＳＤＧｓ志向のまちづくりを推進する。 

 資料３－４ 報告事項２ 

交流核まちづくり構想  

ゾーニング 

中間のまとめ 

長期にわたるまちづくりの道標となる交流核形成の将来像を構想として
整理していく。 

交流核エリア全体での土地利用・都市基盤等に関する配置及び基本方針
を整理していく。 

以下の内容を含む再整備地区での都市再生の展開（案）を整理していく。 
・地区計画素案 ・住宅機能・商業機能・公共施設機能の都市再生の展開 

検討における考え方 
今後の検討にあたり、『まちづくりの展開の具体化においては、地域住民
の生活の継続性や居住の安定に配慮する』という考え方を整理した。 
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③ ゾーニングについて 

交流核エリア全体のゾーニング検討においては、今後設定する交流核形成の目標を踏

まえ、具体的な生活のシーンを地域住民がよりイメージしやすい形で、土地利用・都市

基盤等に関するコンセプトやゾーン配置の方針を整理していく。 

 

２ 都市計画について 

⑴ 連鎖的都市再生における都市計画の考え方 

 今後の連鎖的都市再生の推進においては、連鎖のステップごとに、その時々の社会情

勢や周辺状況等を考慮しながら、段階的にプランを検討していくことを想定している。 

都市計画についても、ゾーニング検討における交流核エリア全体の土地利用・都市基

盤等に関する基本方針を踏まえながら、まちづくりの進捗状況に合わせて、段階的に見

直し検討を進めていく予定である。 

 

⑵ 第１段階の都市計画について（令和４年度～５年度を想定） 

今年度内に「中間のまとめ」として再整備地区での都市再生の展開（案）を検討する

中で、合わせて必要な都市計画に関する検討を進めていく。具体的には、実施計画にお

いて方向性を掲げた 

・地区計画の策定検討 

・再整備地区における高度地区による高さの最高限度についての見直し検討 

等について、「中間のまとめ」時に素案を取りまとめ、令和５年度に都市計画手続きを

進めることを想定している。 

 

⑶ 第２段階の都市計画について（令和６年度以降を想定） 

 実施計画においては、令和６年度以降、区・ＵＲ・民間事業者の３者共同による取組

を検討していくこととしている。その検討の中で必要な都市計画に関する検討を進めて

いく。具体的には、実施計画において方向性を掲げた 

・地区計画の策定検討及びそれに伴う用途地域・容積率の見直し検討 

・既決定のペデストリアンデッキ形状変更の検討 

等の検討を想定している。 


